
問い合わせ先 

総務部 総務課 

広報・地域連携室長 園田 正男

TEL099-250-9800(内線 2111) 

 

 

平成 19 年３月２０日 

第十管区海上保安本部 

 

「出前講座」をリニューアル 

第十管区海上保安本部海洋情報部が、平成 17 年５月から開設して

いる「出前講座」を、一般の皆様からの様々なご要望にお応えする

ため、４月からリニューアルします。 

 

１ 講座を充実 

   これまで、海に関する様々な情報等に関する講座を設置しておりましたが、

今後、その内容を次に挙げるもののほか当庁の幅広い業務全般に拡げます。

（別紙１参照） 

  （１） 薬物乱用防止教室 

  （２） 海上環境教室 

 

２ 受付窓口を海洋情報部から広報・地域連携室に変更 

    これまで皆様からお寄せいただいていた「出前講座」等各種講演のご依頼

について、それら全てを「出前講座」として一元的に総務部総務課広報・地

域連携室にて受け付けます。 

   その他の、申し込み方法等に変更はありません。（別紙２参照） 

 



別紙１ 
出前講座一覧 

 
ここで紹介する講座はほんの一例です。これらの他にも、「海上保安庁の潜水士の話が聴きたい」、「海の

交通ルールについて話が聴きたい」等、ご要望に応じて講師(海上保安官)を派遣しますので、第十管区広報・
地域連携室(代表 099-250-9800)にご相談下さい。 
ただし、ご要望の内容等によっては、講師を派遣できない場合もありますのでご容赦願います。 
 

講座名 講座内容 

海のなぞなぞ 

海上保安庁では皆様からの海に関する色々な質問にお答えするために本庁及び

管区海上保安本部に「海の相談室」を設けています。この講座では、皆様から

寄せられた色々な質問とこれに対する回答例を紹介するとともに海洋情報部が

所有する海洋情報や最先端の海洋観測技術などの紹介を行います。 

海の地図の話 

航海の安全に必要不可欠な海図について、その見方、使い方、海図の歴史（紙

の海図から電子海図まで）について紹介するとともに、海の深さ･潮の高さの測

り方から測ったデータを基に海図ができるまでをわかりやすくお話しします。

女性海上保安官のお

仕事 

海上保安庁は男の職場と思われがちですが、多くの女性が保安官として男性に

負けない仕事をしています。本講座では現在、十管区本部に所属する女性保安

官がこれまでに担当した仕事と入庁の動機、受験勉強、学校生活、巡視船勤務、

結婚等について、その経験などお話しします。 

南九州の海の流れ 

九州南方から四国沖合を経て流れる黒潮や、月や太陽の引力で引き起こされる

潮汐などについて、それぞれの特徴や世界の海の流れの話、最先端の観測手法、

インターネットによる成果の公表などについてお話しします。また巡視船艇等

による捜索救助活動などの海上保安業務への活用方策についても解説いたしま

す。 

海を科学する海洋情

報部のお仕事 

海洋情報部は戦前から主に海図の作成に携わってきました。現在は海図、電子

海図の刊行のほか、高い海洋調査能力を用いて、大陸棚調査や地震予知、火山

予知調査などにも取り組んでいます。本講座では海洋情報部の行っている様々

な仕事について、要望に応じて詳しく紹介します。 

薬物乱用防止教室 

海上保安庁は、麻薬や覚せい剤などの違法薬物の蔓延を防ぐため、海上ルート

での薬物密輸事犯の摘発に全力で取り組んでいます。本講座では、薬物密輸の

実態や、薬物の恐ろしさを分かり易くお話します。 

海洋環境教室 

海上保安庁は、海洋汚染の監視取締りや海洋環境保全思想の普及を行い、海洋

環境の保全に努めています。本講座では、紙芝居等を用いるなどして、幼稚園、

小・中学校等へ出向いて海洋環境保全の大切さを分かり易くお話します。 

 



別紙２ 

申込み要領 

 

●申込み方法 

 所定の申し込み用紙（別添）に希望する講座名を記入頂き、原則１か月前までに、以下

の問い合わせ先にメール又は FAX にて送付下さい。 

 依頼者に「出前講座」担当者から連絡し、日程・講演テーマ等を調整します。（業務上

の理由等で出張をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。） 

 

●講座の対象 

 公共性、公益性のある団体・機関等（市民団体、学校法人、地方公共団体、公益法人等）

が主催する講演等とし、営利を目的とした講演は対象外とさせていただきます。 

 

●経費 

 講演料は無料です。ただし、旅費（交通費・宿泊費等）が必要な場合は、国家公務員等

の旅費に関する法律（昭和 25 年４月 30 日付け法律第 114 号）に基づいてご負担いただく

場合があります。 

 

●問い合わせ先 

 第十管区海上保安本部総務部総務課 広報・地域連携室 

 〒890-8510  

  鹿児島市東郡元町４－１ 第二地方合同庁舎５階 

    電話  ０９９－２５０－９８００ 

    FAX   ０９９－２５０－９８５０ 

    ホームページアドレス http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/

    メールアドレス koho-10@kaiho.mlit.go.jp

 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/
mailto:koho-10@kaiho.mlit.go.jp



